
 

四日市市告示第 ９９ 号 

 四日市市創業等支援事業者補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

 令和２年 ３月 ２３日 

四日市市長  森  智 広    

 

四日市市創業等支援事業者補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

四日市市創業等支援事業者補助金交付要綱（平成２７年四日市市告示第１３８号）

の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（補助金の額） 

第５条  補助金の額は、補助対象経費の

３分の２以内とし、予算の範囲内で交

付する。 

２及び３ （略） 

（補助金の額） 

第５条  補助金の額は、補助対象経費の

２分の１以内とし、予算の範囲内で交

付する。 

２及び３ （略） 

 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（商工農水部商工課） 


